
民間開発事業等連絡調整検討会の主な流れ
（開発事業の種類又は内容等によっては、この流れによらない場合があります。）

事前相談

検討会の開催（①情報の共有化）※

事前協議

検討会の開催（②総合的な検討及び調整等）※

事前協議

都市計画の決定、建築基準法の許可・認定などに関する手続き開始

都市計画の決定、建築基準法の許可・認定など

※開発事業を検討する事業者におかれましては、検討会で開発事業の案について説明等をお願いする場合があります。
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